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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長　三谷明子および最高財務責任者　布川一哉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および

運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報

告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組

みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止または発見することができない可能性があります。

 

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成30年３月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ

た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該

統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要

性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要

性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内

部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社２社については、金額的および質的重要性の観点から

僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の各事業拠点における売上高の金額が高い拠

点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２/３を超えた３事業拠点を「重要な事業拠点」としまし

た。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金およびたな

卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事

業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業

務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重

要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。

 
３ 【評価結果に関する事項】

上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 
４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

平成29年３月期の決算監査の過程において、当社住設環境機器事業のバンクチュール製品(システムバスルーム)に

関する売上計上のタイミングについて、会計処理の前提となる事実の精査が必要となることが判明し、社内調査の結

果、工事が完了していないにもかかわらず工事完了を仮装するために証憑書類を改ざんする等の行為により、バンク

チュール製品の売上の前倒し計上が存在することが判明しました。

当社では、上記の事実を引き起こした内部統制の不備は、当社の財務情報に重要な影響を及ぼすこととなるため、

開示すべき重要な不備に該当すると判断し、前事業年度末日において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと

する内部統制報告書を提出しました。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、

調査結果を踏まえ、以下のとおり再発防止策を推進してまいりました。

① コンプライアンス教育

全従業員を対象として定期的に実施しているコンプライアンス研修を強化し、従業員のコンプライアンス意識

を向上および維持してきました。
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② 組織構造

施工管理部がバンクチュール事業部の組織の中に存在し本来の機能を発揮できなかったことから、外部業者に

工事現場の完了確認を委託することにより、牽制体制を強化しました。

③ 内部通報制度の充実

当社社員に内部通報システム(ヘルプライン)の存在およびその意義を周知徹底し、不正行為への関与を要請さ

れた外部関係者に対しても周知させることで、内部通報システムの改善・充実と活性化を図りました。

④ 業績モニタリングの強化

売上計上額に対する社内のモニタリングが機能していなかったことを踏まえ、毎月開催されるバンクチュール

事業部業務会議に中期経営計画管理を主管とする役員が出席し、業績に対するモニタリングを実施しました。

⑤ 内部監査等による社内チェック体制の強化

内部監査部門の従業員を増員し、事業部内の経理処理に関する定期的かつ、より深度のある監査を実施しまし

た。

⑥ バンクチュール事業部における売上計上ルールの厳格化

売上計上に必要な書類等をバンクチュール事業部とは独立した部署で確認する体制にするとともに、改ざん困

難なデータを含む複数の新たな資料の提出を売上計上の条件としました。また、この取り扱いを仕事定義書(当社

における業務マニュアル)に反映させ、バンクチュール事業部の従業員に対して周知徹底を図りました。

 

その結果、当事業年度末日時点において、開示すべき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有

効であると判断しました。
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